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調査対象 88,800社(受注側80,600社、発注側8,200社)
製造業、サービス業、卸小売業から、資本金規模や立地・地域を勘案して抽出したサンプル調査であり、過年度調査と対

象企業は異なっている。

調査期間 2021年9月～10月

調査方法 郵送調査(WEB回答可)

回答企業数 25,888社(受注側23,450社、発注側2,438社)

回答率 29.15％(受注側29.09％、発注側29.73％)

調査内容 (１) 「未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題
・重点課題の改善状況
・価格決定方法の適正化、支払条件の改善 等

(２)その他中小企業が直面している事項
・取引環境の変化への対応、取引状況、発注方法 等

集計にあたって ・報告書本文及び図表の構成比は、各回答を選択した企業数が有効回答数に占める割合を示す。

・表示は小数点第2位を四捨五入しているため構成比の合計が100.0％とならない場合がある。

・報告書中の“n”は各設問の回答数を表す。

・業種別集計のうち、その他はn数が少なかったため、掲載を割愛する。

調査実施概要

⚫ 中小企業・小規模事業者における事業者間取引の実態や取引条件改善状況の把握を目的に
平成29年度から実施。

⚫ 自主行動計画策定業種以外の業種も含む８万社超に対して幅広く実施し、回答があった企業
は25,888社(回答率29.15％)。
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3

【参考】回答企業

(エリアの定義は以下のとおり。)
【北海道・東北】・・・北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、【関東・】・・・茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
【中部】・・・新潟県、石川県、富山県、福井県、山梨県、長野県 、静岡県、愛知県、岐阜県、【近畿】・・・三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、
【中国】・・・鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、【四国】・・・香川県、徳島県、愛媛県、高知県、
【九州・沖縄】・・・福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

受注側事業者 発注側事業者
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Ⅰ．「未来志向型の取引慣行に向けて」

1．重点課題の改善状況



⚫ 販売先から合理的な説明のない一方的な原価低減を「現在も要請されている」と回答した割合は、

全体として平成30年度から横ばい傾向にある。

5

Q4-14 _合理的な説明のない原価低減要請について⇒「現在も要請されている」割合[単一回答]

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

1．重点課題の改善状況 ①不合理な原価低減要請の状況（平成30年度~令和3年度推移）

受注側

※平成29年度は、発注側事業者から定期的な原価低減を要請されている受注側事業者を対象とした設問であり、
選択肢は「要請されている」「要請されていない」の2択。他年度の設問とは性質が異なるため未掲載。



⚫ 代金を手形等で受け取っている割合について、「すべて現金」の回答は、受注側は平成30年度から減

少傾向にある。特に今年度は昨年度に比べて、全体で約10ポイント下がっている。

⚫ 業種別では建設業、卸売業、小売業は昨年度から10ポイント以上の大きな低下をみせた。

6

Q5-5_代金を手形等で受け取っている割合について⇒「すべて現金」の割合[単一回答]

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

1．重点課題の改善状況 ②代金を手形等で受け取っている割合（平成29年度~令和3年度推移）

受注側



⚫ 手形等の支払サイトについて、「30日以内」および「60日以内」の割合を経年で比較すると、全体とし

ては微増だが、業種毎では、平成30年度以降は横ばい傾向にある。

7

Q5-6_代金を手形等で受け取っている支払サイト⇒「30日以内」＋「60日以内」の割合の推移 [単一回答]

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

1．重点課題の改善状況 ③代金を手形等で受け取っている支払サイト

受注側

（平成29年度~令和3年度推移）
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Ⅰ．「未来志向型の取引慣行に向けて」

２．価格決定方法の適正化



⚫ 合理的な説明のない原価低減要請について、「現在も要請されている」と回答した割合が最も高い業

種は製造業であった。

9

Q4-14 _合理的な説明のない原価低減要請について⇒「現在も要請されている」割合[単一回答]

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

２．価格決定方法の適正化 ①不合理な原価低減要請の状況

業種別（その他除外） N =

　全　体 22950

製造業 10354

サービス業 7930

建設業 1377

卸売業 1948

小売業 192

4.8

7.7

1.8

2.4

4.6

4.2

1.6

1.4

2.0

1.5

1.1

1.0

6.8

9.7

4.5

2.7

5.3

3.1

86.8

81.3

91.8

93.5

89.0

91.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

受注側



⚫ 不合理な原価低減要請の要請方法について、全体では「原価低減目標の数値のみを提示しての原

価低減や、見積もり・提案を要請された」が最も高くなった。

⚫ 業種別にみると、製造業は「原価低減目標の数値のみを提示しての原価低減や、見積もり・提案を

要請された」が、サービス業は「経済環境の変化を理由に協力依頼と称して原価低減を要請された」が

約5割と高くなっている。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

２．価格決定方法の適正化 ②不合理な原価低減要請の要請方法

N = 2919

N=

％

　全　体 2919

製造業 1875

サービス業 621

建設業 86

卸売業 203

小売業 16

32.4

34.9

25.9

33.7

31.0

31.3

41.2

48.7

22.9

30.2

38.4

31.3

19.4

20.0

17.2

15.1

25.1

25.0

19.7

18.6

23.2

24.4

19.2

18.8

38.0

35.1

47.3

33.7

37.4

43.8

5.2

5.2

5.5

1.2

5.9

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

具体的な根拠を明確にせずに、原価低減を要請された
原価低減目標の数値のみを提示しての原価低減や、見積もり・提案を要請された
原価低減の要請に応じることを発注継続の前提と示唆して原価低減を要請された
文書や記録を残さずに口頭で削減幅などを示唆したうえで、見積もりや提案を要請された
経済環境の変化を理由に協力依頼と称して原価低減を要請された
その他

受注側Q4-15_不合理な原価低減要請の方法[単一回答]



⚫ コスト変動分の価格転嫁状況について、受発注の認識のずれを比較した。いずれのコストとも、発注側

「反映した」より受注側「転嫁できた」が低い。転嫁状況について、発注側の認識よりも、受注側は「転
嫁できていない」と感じている状況がわかる。

⚫ サービス業のみ、受注側の「転嫁できた」認識が、発注側を上回っている（エネルギーコストを除く）。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

２．価格決定方法の適正化 ③コスト変動分の価格への転嫁状況

受注側Q4-21_コスト変動分の価格への転嫁状況[単一回答] Q4-23_コスト変動分の価格への転嫁状況[単一回答] 発注側

①コスト全般 【受注側】転嫁できた 【発注側】反映した 【受注側】-【発注側】
全体 48.4 52.1 -3.7
1_製造業 50.9 64.9 -14.0
2_サービス業 41.3 35.1 6.2
3_建設業 61.2 68.8 -7.6
4_卸売業 56.9 68.0 -11.1
5_小売業 48.2 54.1 -5.9

②労務費 【受注側】転嫁できた 【発注側】反映した 【受注側】-【発注側】
全体 34.6 41.5 -6.9
1_製造業 30.3 45.7 -15.4
2_サービス業 37.4 33.0 4.4
3_建設業 52.6 63.2 -10.6
4_卸売業 32.1 46.1 -14.0
5_小売業 32.1 45.0 -12.9

③原材料・仕入価格 【受注側】転嫁できた 【発注側】反映した 【受注側】-【発注側】
全体 51.3 57.3 -6.0
1_製造業 59.6 75.2 -15.6
2_サービス業 35.0 32.7 2.3
3_建設業 61.0 74.4 -13.4
4_卸売業 69.0 78.0 -9.0
5_小売業 57.7 63.9 -6.2

④エネルギーコスト 【受注側】転嫁できた 【発注側】反映した 【受注側】-【発注側】
全体 28.9 41.4 -12.5
1_製造業 28.6 53.2 -24.6
2_サービス業 26.3 26.4 -0.1
3_建設業 42.8 58.3 -15.5
4_卸売業 30.0 48.1 -18.1
5_小売業 29.6 43.7 -14.1



⚫ コスト変動分の価格への転嫁状況について、製品等の価格へ、「概ね」または「一部」転嫁できた割合

は、全体では、6割弱となった。業種別にみると、建設業は7割半ばと比較的高くなっている。

⚫ 全体および各業種ともに昨年度との差は小さく、状況に大きな変化はない。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

２．価格決定方法の適正化 ④コスト変動分の価格への転嫁状況

受注側Q4-21_コスト変動分の価格への転嫁状況⇒製品等の価格へ「概ね」または「一部」転嫁できた割合[単一回答]

※集計にあたっては「転嫁の必要がない」「その他」等の選択肢を除いて集計を行った
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＜コスト全般の変動＞

（N＝18,372）

R2年度 R3年度

（％）

【参考】R1年度 R2年度 今回調査 昨年度比較
全体 66.4 62.7 59.8 -2.9ポイント
製造業 66.1 62.0 58.6 -3.4ポイント
サービス業 66.0 62.7 56.0 -6.7ポイント
建設業 73.2 70.6 75.3 4.7ポイント
卸売業 71.4 67.9 69.2 1.3ポイント
小売業 66.1 67.8 63.1 -4.7ポイント
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（N=18,278）

⚫ コスト変動分の価格への転嫁状況について、製品等の価格へ、「概ね」または「一部」転嫁できた割合

は、全体では、労務費が4割半ば、原材料価格は約6割、エネルギー価格は約4割となった。

⚫ コスト全般の転嫁状況同様、全体および各業種ともに昨年度との差は小さく、状況に大きな変化はな

いものの、コストの種類により、業種毎に状況がやや異っている。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

２．価格決定方法の適正化 ⑤コスト変動分の価格への転嫁状況

【参考】R1年度 R2年度 今回調査 昨年度比較
全体 64.1 61.6 63.7 2.1ポイント
製造業 66.6 63.2 67.6 4.4ポイント
サービス業 57.3 54.8 50.4 -4.4ポイント
建設業 70.5 68.1 74.6 6.5ポイント
卸売業 77.5 74.8 78.5 3.7ポイント
小売業 68.0 69.1 70.6 1.5ポイント

【参考】R1年度 R2年度 今回調査 昨年度比較
全体 43.4 42.7 40.4 -2.3ポイント
製造業 40.7 40.0 36.5 -3.5ポイント
サービス業 46.0 45.5 40.9 -4.6ポイント
建設業 54.7 51.0 59.3 8.3ポイント
卸売業 42.6 39.5 43.8 4.3ポイント
小売業 42.5 45.2 45.8 0.6ポイント

【参考】R1年度 R2年度 今回調査 昨年度比較
全体 51.6 48.1 46.2 -1.9ポイント
製造業 44.6 41.2 38.6 -2.6ポイント
サービス業 60.2 56.2 52.2 -4.0ポイント
建設業 66.9 60.8 68.2 7.4ポイント
卸売業 47.7 41.3 46.5 5.2ポイント
小売業 45.3 49.7 47.2 -2.5ポイント

受注側Q4-21_コスト変動分の価格への転嫁状況⇒製品等の価格へ「概ね」または「一部」転嫁できた割合[単一回答]

※集計にあたっては「転嫁の必要がない」「その他」等の選択肢を除いて集計を行った
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⚫ 取引先との価格見直しの協議について、全体では、「販売先に協議を申し入れ、協議を行うことができ

た」が4割半ばを占めている。

⚫ 一方で、いずれの業種においても「販売先に協議を申し入れることができなかった」企業は1割半ばとな

り、協議の申し入れ自体を断念しているケースもみられる。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

２．価格決定方法の適正化 ⑥取引先との価格見直しの協議の有無

受注側Q4-24_取引先との価格見直しの協議の有無[単一回答]

販売先に協議を申し入れ、協議を行うことができた

販売先に協議を申し入れたが、協議を行うことができなかった

販売先に協議を申し入れる必要がなかった

販売先に協議を申し入れることができなかった

その他

N =

　全　体 22690

製造業 10268

サービス業 7818

建設業 1362

卸売業 1916

小売業 189

44.1

48.1

38.3
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49.6

37.0
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4.7
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他



N =

9901 5.9 0.3 6.5 85.7 1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⚫ 協議を申し入れた後の取引先との関係の変化は、「変化はなかった」の割合が8割半ばと最も高い。

⚫ 一方で、協議の申し入れをきっかけに、取引関係にマイナスの影響が発生した状況は、割合が少ない
ものの、「発注が無くなった」が0.3％、「発注量が減少した」が6.5％となっている。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

２．価格決定方法の適正化 ⑦協議を申し入れた後の取引先との関係の変化

受注側Q4-27_協議を申し入れた後の取引先との関係の変化[単一回答]

発注量が増加した 発注が無くなった 発注量が減少した 変化はなかった その他



⚫ パートナーシップ構築宣言を知っており、宣言しているまたは宣言する予定の企業においては、

仕入先（外注先）との価格協議の場を設けている割合が8割を超えており、全体に比べて15ポイント
程度高い。
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⑧パートナーシップ構築宣言企業の価格協議の対応

Q9-10_パートナーシップ構築宣言企業の価格協議の対応[単一回答]×
Q4-9_仕入先（外注先）との価格協議の場を設けているか[単一回答]

発注側

N =

　全　体 2343

知っており、宣言している 148

知っており、宣言する予定 100

知っているが、
宣言する予定はない

429

知らなかったが、
作成を検討したい

627

知らなかったし、
作成する予定はない

1039

68.4

82.4

83.0

72.7

75.6

58.9

31.6

17.6

17.0

27.3

24.4

41.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設けている 設けていない

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

２．価格決定方法の適正化



17

Ⅰ．「未来志向型の取引慣行に向けて」

３．支払条件の改善



⚫ 代金を手形等で受け取っている割合は製造業や卸売業で高く、特に製造業では「50％以上」または

「全て手形」と回答した企業が2割を超えている。

⚫ 代金を手形等で受け取っている場合のサイトは、製造業、建設業、卸売業で「120日以内」「120日

超」が5割前後を占めている。

18

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ①代金を手形等で受け取っている割合と支払サイト（受注側）

受注側Q5-5_代金を手形等で受け取っている割合[単一回答]

N =

　全　体 22244

製造業 10183

サービス業 7515

建設業 1339

卸売業 1924

小売業 177

42.2

24.1

70.8

36.1

26.5

36.7

16.7

16.2

16.2

18.1

19.8

28.8

18.5

25.2

7.7

20.5

25.4

19.8

9.5

13.9

2.2

12.8

13.8

7.9

10.1

15.8

2.0

11.4

12.3

6.2

2.9

4.7

1.1

1.1

2.2

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すべて現金 10％未満 10～30％未満

30～50％未満 50％以上 全て手形

N =

　全　体 11723

製造業 7003

サービス業 2058

建設業 793

卸売業 1274

小売業 103

1.7

1.2

3.1

0.6

3.0

4.9

13.5

12.0

19.0

14.1

12.7

11.7

29.1

27.1

34.2

29.5

30.3

41.7

48.7

52.6

36.4

49.6

46.2

35.0

7.0

7.0

7.3

6.2

7.8

6.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q5-6_現在の手形等の支払サイト[単一回答] 受注側

30日以内 60日以内 90日以内 120 日以内 120 日超



⚫ 支払サイトの改善状況について、すべての業種で「短縮されていない」割合が約8～9割を占めている。

⚫ 2019年以降に支払サイトが短縮された割合は、建設業で13.0％、小売業で10.0％と他の業種に
比べてやや高い傾向がみられる。

19

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ②支払サイトの改善状況

受注側Q5-7_支払サイトの改善状況[単一回答]

業種別（その他除外） N =

　全　体 11119

製造業 6638

サービス業 1980

建設業 741

卸売業 1220

小売業 90

2.5

2.6

2.2

3.4

2.4

2.2

0.9

1.0

0.7

0.8

1.1

1.1

1.9

2.1

1.1

3.1

1.6

1.1

2.8

3.0

2.1

3.8

2.2

5.6

3.5

3.5

2.6

6.5

2.8

3.3

2.3

2.6

1.4

2.7

2.9

1.1

86.1

85.2

90.0

79.8

87.0

85.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016年以前に支払サイトが短縮された 2017年内に支払サイトが短縮された 2018年内に支払サイトが短縮された

2019年内に支払サイトが短縮された 2020年内に支払サイトが短縮された 今年に入り支払サイトが短縮された

短縮されていない



⚫ 発注側において、代金を手形等で支払っている割合は製造業、建設業、卸売業で特に高く、特に製

造業では手形による支払が「50％以上」または「全て手形」の企業が2割を超えている。

⚫ 代金を手形等で支払っている場合のサイトは、製造業、建設業が「120日以内」が5割を超えている。

20

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ③代金を手形等で支払っている割合と支払サイト（発注側）

発注側Q5-5_代金を手形等で支払っている割合[単一回答]

N =

　全　体 2335

製造業 941

サービス業 876

建設業 145

卸売業 76

小売業 157

65.4

44.7

90.0

51.7

51.3

73.2

6.0

7.7

3.9

3.4

9.2

8.3

8.1

11.9

3.0

10.3

21.1

5.7

7.6

11.5

1.7

22.1

9.2

2.5

11.5

22.2

1.4

12.4

7.9

5.7

1.3

2.0

0.1

0.0

1.3

4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すべて現金 10％未満 10～30％未満
30～50％未満 50％以上 全て手形

N =

　全　体 772

製造業 498

サービス業 86

建設業 66

卸売業 37

小売業 41

1.8

1.2

2.3

1.5

2.7

7.3

18.1

16.1

24.4

25.8

21.6

22.0

22.9

20.5

32.6

15.2

24.3

46.3

51.9

56.8

38.4

56.1

40.5

19.5

5.2

5.4

2.3

1.5

10.8

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30日以内 60日以内 90日以内 120 日以内 120 日超

Q5-6_現在の手形等の支払サイト[単一回答]発注側



⚫ 代金を手形等で支払っている場合の取引価格について、受発注ともに、いずれの業種も「勘案してい

ない／されていない」割合が6割半ばから7割半ばと最も高くなっている。

21

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ④割引手数料の勘案

発注側

Q5-8_割引手数料の勘案[単一回答]

Q5-8_割引手数料の勘案[単一回答]

受注側



⚫ 下請代金の支払に係る手形等のサイトについて、将来的には60日以内とするよう努めることが求めら

れていることを「知っている」と回答した割合は、受注側で54.4％、発注側で76.6％であり、発注側の
認知度がより高い状況。

22

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ⑤手形サイトを60日以内とする方針の認知状況

受注側Q5-9_手形サイトを60日以内とする方針の認知状況[単一回答]

Q5-9_手形サイトを60日以内とする方針の認知状況[単一回答] 発注側



⚫ 手形サイトの短縮予定について、受注側のすべての業種において「わからない」と回答した割合が約7割

で最も高い。手形サイトの短縮予定について、販売先から協議されていない状況がうかがえる。

⚫ また、「短縮されない」の割合は、すべての業種で約1～2割となっている。

23

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ⑥手形サイトの短縮予定（受注側）

受注側Q5-10_手形サイトの短縮予定[単一回答]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2021年内までに短縮される予定 2022年内までに短縮される予定 2023年内までに短縮される予定

2024年内までに短縮される予定 短縮される予定だが、その時期は未定 短縮されない

わからない

業種別（その他除外） N =

　全　体 9655

製造業 5926

サービス業 1544

建設業 657

卸売業 1046

小売業 84

0.7

0.6

0.8

1.4

0.6

0.0

0.8

0.8

1.0

1.1

0.8

0.0

0.2

0.2

0.1

0.6

0.5

0.0

0.3

0.4

0.3

0.2

0.2

0.0

10.4

9.8

9.9

14.2

13.7

10.7

13.9

14.7

10.9

10.5

16.6

13.1

73.6

73.7

76.9

72.1

67.7

76.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

わからない



⚫ 手形サイトの短縮予定について、 3年以内の実施を予定している割合は全体で2割未満。

⚫ すべての業種において、「短縮する予定だが、その時期は未定」と回答した割合が最も高く、次に「短縮
は考えていない」が続いている。

24

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ⑦手形サイトの短縮予定（発注側）

Q5-10_手形サイトの短縮予定[単一回答] 発注側

N =

　全　体 610

製造業 408

サービス業 63

建設業 46

卸売業 28

小売業 27

3.3

3.9

1.6

2.2

0.0

0.0

4.8

5.6

3.2

4.3

0.0

0.0

2.8

3.4

3.2

2.2

0.0

0.0

6.6

7.4

3.2

4.3

10.7

3.7

57.9

56.1

63.5

67.4

57.1

48.1

24.8

23.5

25.4

19.6

32.1

48.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2021年内までに短縮する予定 2022年内までに短縮する予定 2023年内までに短縮する予定

2024年内までに短縮する予定 短縮する予定だが、その時期は未定 短縮は考えていない



⚫ 手形等の支払サイトが60日を超える企業が、60日以内に短縮していない理由は、「貴社が受注側と

なる取引において手形等の支払サイトの短縮化の改善が進んでいないため」が最も高く、特に製造業
や卸売業では4割弱。

⚫ 建設業、卸売業、小売業では「商慣習・業界の構造的な問題があるため」が3割を超えており、手形

等の支払サイト短縮の妨げとなっている問題は、業界によって異なる状況がうかがえる。

25

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ⑧手形サイトを60日以内に短縮しない理由

Q5-11_手形サイトを60日以内に短縮しない理由[複数回答可] 発注側

社内の合

意が難しい

ため

取引先金

融機関から

の運転資

金調達が

難しいため

貴社が受

注側となる

取引におい

て手形等の

支払サイト

の短縮化の

改善が進ん

でいないた

め

大企業間

の取引では

手形等の

支払サイト

の短縮化が

進んでいな

いため、短

縮化するた

めの資金の

確保や調

達が困難な

ため

仕入先

（外注

先）が多

く、短縮化

に時間が掛

かっているた

め

商慣習・業

界の構造

的な問題が

あるため

その他

全体（N=596） 14.8 8.9 35.7 22.5 13.1 25.2 21.0

1_製造業（N=397） 17.6 8.8 38.8 25.2 14.6 21.7 19.6

2_サービス業（N=60） 10.0 18.3 28.3 10.0 6.7 23.3 23.3

3_建設業（N=47） 8.5 6.4 31.9 25.5 10.6 34.0 21.3

4_卸売業（N=28） 7.1 0.0 39.3 21.4 17.9 46.4 14.3

5_小売業（N=28） 3.6 7.1 3.6 14.3 7.1 46.4 35.7

※回答について業種ごとにヒートマップにて表示。（「赤＝割合が高い」～「青＝割合が低い」となっている）



⚫ 約束手形の廃止に向けた取組について、「知っていた」と回答した割合は受注側が39.2％、発注側が

49.4％と約10ポイントの開きがある。

⚫ 製造業、建設業、卸売業での認知度が高いが、いずれも発注側に比べて受注側の認知度が低い。

26

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ⑨約束手形の廃止に向けた取組の認知状況

受注側Q5-11_約束手形の廃止に向けた取組の認知状況[単一回答]

Q5-14_約束手形の廃止に向けた取組の認知状況[単一回答] 発注側



⚫ 約束手形の廃止に向けた協議の状況について、全体として「協議を開始している」は受注側で7.8％、

発注側で14.3％にとどまっている。

⚫ 発注側では、サービス業、小売業が「協議は必要ない」の割合が6割超である。

27

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ⑩約束手形の廃止に向けた協議の状況

受注側Q5-12_約束手形の廃止に向けた協議の状況[単一回答]

Q5-15_約束手形の廃止に向けた協議の状況[単一回答] 発注側



⚫ 手形等の支払いから現金払いへの改善状況について、全体では4割半ばが「改善されていない」と回

答しており、特に製造業や卸売業では6割近くを占める。

⚫ 2019年以降に現金払いに改善された割合が1割前後の業種の、製造業11.5％、建設業9.9％、

卸売業10.3％については、更なる改善の余地がみえる。

28

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ⑪現金払いへの改善状況

受注側Q5-13_現金払いへの改善状況[単一回答]

N =

　全　体 21886

製造業 9935

サービス業 7525

建設業 1318

卸売業 1846

小売業 177

7.4

8.3

7.0

6.0

6.3

6.8

1.4

2.1

0.7

0.9

1.1

0.6

2.1

2.9

1.0

2.2

1.7

1.7

2.8

3.7

1.9

2.8

2.4

1.1

3.4

4.3

1.9

3.8

4.2

4.5

2.8

3.5

1.7

3.3

3.7

1.7

44.5

57.8

23.4

48.3

58.3

49.7

35.7

17.4

62.4

32.6

22.2

33.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016年以前に現金払いに改善された 2017年内に現金払いに改善された 2017年内に現金払いに改善された

2019年内に現金払いに改善された 2020年内に現金払いに改善された 今年に入り現金払いに改善された

改善されていない 当初からすべて現金払い



⚫ 発注側事業者における支払条件の改善状況について、2017年から令和4年の間に改善した/する予

定の企業は12.2％となっている。一方で、「改善する予定だが、その時期は未定」が22.4％、「改善
は考えていない」は5.7％と、具体的な予定がない割合も3割弱にのぼる。

⚫ 製造業、建設業、卸売業では、3割を超える企業が「改善は考えていない」か「改善する予定だが、そ

の時期は未定」としている。

29

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ⑫発注側事業者における支払条件の改善状況

Q5-16_支払条件の改善状況[単一回答] 発注側

N =

　全　体 2367

製造業 944

サービス業 897

建設業 144

卸売業 78

小売業 161

51.3

24.4

82.1

40.3

26.9

57.1

8.3

10.2

5.2

8.3

9.0

14.9

2.0

3.4

0.4

2.8

2.6

1.9

1.8

3.3

0.9

0.0

1.3

0.6

2.2

4.0

0.7

4.2

1.3

0.6

2.1

3.0

0.4

2.8

3.8

2.5

1.3

1.6

0.7

2.8

3.8

0.6

2.8

4.9

0.6

2.8

9.0

1.2

22.4

36.0

7.4

31.9

30.8

14.9

5.7

9.3

1.7

4.2

11.5

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

改善は考えていない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当初からすべて現金払 2016年以前に現金払いに改善した 2017年内に現金払いに改善した
2018年内に現金払いに改善した 2019年内に現金払いに改善した 2020年内に現金払いに改善した
今年に入り現金払いに改善した 今年から令和４年にかけて改善する予定 改善する予定だが、その時期は未定
改善は考えていない



⚫ 発注側が支払条件の改善を考えていない理由は、「貴社が受注側となる取引において支払条件の改

善が進んでいないため」が4割半ばと最も高い。

⚫ 製造業、建設業、卸売業では、いずれも「貴社が受注側となる取引において支払条件の改善が進ん

でいないため」が最も高く、特に建設業では6割を超えている。

30

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

３．支払条件の改善 ⑬支払条件の改善を考えていない理由

Q5-17_支払条件の改善を考えていない理由[複数回答可] 発注側

N=

％

　全　体 136

製造業 88

サービス業 15

建設業 6

卸売業 9

小売業 9

15.4

18.2

20.0

0.0

11.1

0.0

6.6

6.8

6.7

16.7

0.0

0.0

44.9

46.6

26.7

66.7

55.6

11.1

26.5

29.5

13.3

33.3

11.1

0.0

30.9

28.4

40.0

16.7

22.2

88.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

貴社が受注側となる取引において支払条件の改善が進んでいないため

社内の合意が難しいため

取引先金融機関からの運転資金調達が難しいため

貴社が受注側となる取引において支払条件の改善が進んでいないため

大企業間の取引では、手形払いが改善していないため、現金払いとするための資金の確保や調達が困難なため

その他
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Ⅰ．「未来志向型の取引慣行に向けて」

4．知的財産・ノウハウの保護



⚫ 知的財産取引に関するガイドラインや契約書ひな形の認知状況について、受発注ともに「両方とも知ら

ない」が最も高く、「契約書ひな形を知っている」が最も低い。

⚫ また、全体的に発注側のほうが＜知っている＞割合は高くなっている。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

4．知的財産・ノウハウの保護 ①知的財産のガイドラインや契約書ひな形の認知状況

受注側Q6-5_知的財産のガイドラインや契約書ひな形の認知状況[複数回答可]

Q6-1_知的財産のガイドラインや契約書ひな形の認知状況[複数回答可] 発注側

知的財産取引に関するガ

イドラインを知っている

契約書ひな形を知っている 両方とも知らない

全体（N=22,079） 18.2 9.2 76.2

1_製造業（N=9,987） 19.4 8.8 75.2

2_サービス業（N=7,602） 17.4 9.9 76.6

3_建設業（N=1,334） 19.1 9.7 75.1

4_卸売業（N=1,880） 16.1 8.3 78.5

5_小売業（N=183） 14.2 6.0 82.0

知的財産取引に関するガ

イドラインを知っている

契約書ひな形を知っている 両方とも知らない

全体（N=2,384） 32.8 13.8 61.9

1_製造業（N=952） 42.5 16.7 52.4

2_サービス業（N=904） 24.7 11.1 69.7

3_建設業（N=145） 36.6 19.3 57.2

4_卸売業（N=77） 28.6 11.7 64.9

5_小売業（N=162） 25.3 11.1 71.6

※回答について業種ごとにヒートマップにて表示。（「赤＝割合が高い」～「青＝割合が低い」となっている）



⚫ ガイドラインに沿って取り組んでいることについて、全体では「相手方の秘密情報を相手方の事前の承

諾なく、取得、又は、開示を強要しない」が最も高く、9割を超えている。

⚫ 業種別にみると、製造業と建設業ではいずれの項目も6割以上となっており、知的財産取引における

意識が全般的に高いことがうかがえる。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

4．知的財産・ノウハウの保護 ②ガイドラインに沿って取り組んでいること

Q6-2_ガイドラインに沿って取り組んでいる事[複数回答可] 発注側

相手方の

秘密情報を

相手方の

事前の承

諾なく、取

得、又は、

開示を強要

しない

相手方の

意思に反し

て、秘密保

持契約締

結無しに、

相手方の

秘密を知り

得る行為を

しない

無償の技

術指導・試

作品製造

等の強制を

しない

承諾がない

知的財産

やノウハウ

等の利用を

しない

共同開発

の成果は、

技術やアイ

ディアの貢

献度によっ

て決められ

ることが原

則、これと

異なる場合

は相当の対

価を支払う

製造委託

本来の目

的に照らし

て、合理的

に必要と考

えられる範

囲を超え

て、相手方

の技術情

報等の提

供を求めな

い。これを求

める場合に

は相当の対

価を支払う

製造委託

の目的物と

されていな

い、金型の

設計図面、

CAD データ

その他技術

データの提

供を当事者

の意に反し

て強制しな

い

監査や品

質保証等

の観点から

秘密情報

の開示を受

ける必要が

ある場合に

は、あらかじ

め監査等を

必要とする

箇所を明確

にし、その目

的を超えた

秘密情報

の取得をし

ない

取引と直接

関係のな

い、又は、

独自に開

発した成果

について、

出願等に

干渉しない

相手方に

帰属する知

的財産権

について、

無償譲渡

の強要や自

社への単独

帰属を強要

しない。また

相手方の

知的財産

権の無償

実施を強制

しない

全体（N=759） 92.1 77.5 65.6 80.1 52.8 55.7 58.0 53.5 55.5 64.7

1_製造業（N=397） 93.2 80.1 73.3 84.1 61.7 66.2 69.3 60.7 62.7 72.5

2_サービス業（N=213） 87.8 70.4 54.5 73.7 39.9 39.9 40.8 41.8 44.1 54.0

3_建設業（N=50） 98.0 82.0 74.0 86.0 66.0 64.0 66.0 60.0 66.0 66.0

4_卸売業（N=22） 95.5 77.3 50.0 59.1 36.4 40.9 45.5 40.9 50.0 45.5

5_小売業（N=39） 87.2 82.1 56.4 76.9 43.6 43.6 41.0 46.2 46.2 59.0

※回答について業種ごとにヒートマップにて表示。（「赤＝割合が高い」～「青＝割合が低い」となっている）



⚫ 契約書作成の際、参考にした契約書ひな形は、全体では「秘密保持契約」が最も高く、5割強にのぼ

っている。業種別にみても、すべての業種で「秘密保持契約」が最も高くなっている。

⚫ また、「活用はしていない」は、すべての業種で4割程度を占めている。

34

Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

4．知的財産・ノウハウの保護 ③契約書作成の際、参考にした契約書ひな形

Q6-3_契約書作成の際、参考にした契約書ひな形[複数回答可] 発注側

秘密保持契約書
共同開発契約書
知的財産権等の取扱いに関する契約（開発委託契約）書
知的財産権等の取扱いに関する契約（製造委託契約）書
活用はしていない

N=

％

　全　体 326

製造業 158

サービス業 98

建設業 28

卸売業 9

小売業 18

52.8

50.6

57.1

46.4

66.7

44.4

13.8

18.4

4.1

28.6

22.2

0.0

15.6

16.5

13.3

21.4

44.4

0.0

16.6

22.8

6.1

25.0

33.3

0.0

44.5

46.2

39.8

50.0

33.3

55.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

活用はしていない



⚫ 技術や営業上の情報等について、販売先から受けた行為は、全体では「販売先に模倣品を製造され

たり、デザインを盗用された」が6.8％と最も高い。

⚫ 業種別では、 「販売先に模倣品を製造されたり、デザインを盗用された」は製造業や卸売業で他の業

種に比べて高い。また、「営業秘密であるノウハウの開示等を強要された」は製造業で唯一5％を上回

っている。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

4．知的財産・ノウハウの保護 ④販売先から受けた行為

受注側Q6-4_技術や営業上の情報等について、販売先から受けた行為[複数回答可]

相手方の

秘密は厳

守する一

方、自社の

秘密は守ら

れないという

契約を締結

させられた

営業秘密

であるノウハ

ウの開示等

を強要され

た

著作権やノ

ウハウが含

まれる設計

図面等を無

償又は納

得できない

金額で提

供させられ

た

販売先に

模倣品を製

造されたり、

デザインを

盗用された

技術指導

や試作品

製造等を無

償で実施さ

せられた

成果につい

て不平等な

共同研究

開発契約を

押し付けら

れた

自社が行う

知的財産

権取得の

出願内容

の報告・修

正をさせら

れた

知的財産

権に関する

訴訟等のリ

スクを自社

に押し付け

る契約をさ

せられた

取引継続を

前提に、自

社の技術が

含まれる型

や製品等を

提供した

が、すぐに取

引を停止さ

れた

その他

全体（N=10,451） 3.2 3.8 2.9 6.8 4.5 0.4 0.3 0.8 0.6 82.2

1_製造業（N=4,705） 3.5 5.9 3.9 9.8 6.8 0.7 0.4 1.0 1.0 76.0

2_サービス業（N=3,586） 3.2 1.6 2.1 3.2 2.4 0.2 0.2 0.8 0.2 88.8

3_建設業（N=635） 3.9 1.9 3.5 3.3 4.1 0.2 0.2 0.2 0.2 85.7

4_卸売業（N=884） 1.9 3.1 0.7 8.3 3.3 0.3 0.3 0.5 0.3 84.2

5_小売業（N=85） 2.4 1.2 1.2 7.1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 85.9

※回答について業種ごとにヒートマップにて表示。（「赤＝割合が高い」～「青＝割合が低い」となっている）



36

Ⅰ．「未来志向型の取引慣行に向けて」

5．働き方改革に伴うしわ寄せ防止



⚫ 急な対応による残業発生の有無について、全体では「発生した」が42.5％となっている。

⚫ 業種別にみると、「発生した」割合は製造業、建設業で4割を超えている。小売業や卸売業では3割を
下回っており、急な残業の「しわ寄せ」が発生する状況は、製造業、建設業が多い傾向がみられる。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

5．働き方改革に伴うしわ寄せ防止 ①急な対応による残業発生の有無

受注側Q7-1_急な対応による残業発生の有無[単一回答]

N =

　全　体 22938

製造業 10329

サービス業 7934

建設業 1377

卸売業 1948

小売業 192

42.5

48.9

38.5

44.8

28.4

24.0

57.5

51.1

61.5

55.2

71.6

76.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

発生した 発生していない



⚫ 業界特有の課題について、受発注側いずれも「繁忙期対応」と回答した割合が最も高くなっている。特

に発注側は、全体的にその割合が8割を超えており、課題として強く認識している傾向がみられる。

⚫ 業種別にみると、サービス業と建設業は、受発注いずれも「業界全体が長時間労働（の体質）」と回

答した割合が、他の業種に比べて高くなっている。長時間労働の慣習が根強い状況とみられる。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

5．働き方改革に伴うしわ寄せ防止 ②業界特有の課題

受注側Q7-6_業界特有の課題[複数回答可]

Q7-4_業界特有の課題[複数回答可] 発注側

繁忙期対応

（年度末集中

など）

短納期（短い

リードタイム）

多頻度納入 24時間対応が

求められる業務

待機時間( 荷

降ろしの待ち時

間など）

業界全体が長

時間労働の体

質

頻繁な仕様変

更

勤務状態の管

理が難しい( 顧

客先へ従業員

派遣が前提とな

る職種)

特になし その他

全体（N=22,488） 46.0 24.5 9.4 7.6 12.2 19.9 10.4 5.0 28.3 2.9

1_製造業（N=10,106） 42.0 35.6 13.6 3.8 7.1 9.5 11.1 1.3 30.6 2.9

2_サービス業（N=7,819） 51.2 12.7 3.8 13.4 21.2 33.1 10.3 10.2 23.5 2.6

3_建設業（N=1,360） 54.3 17.5 2.8 8.9 6.4 35.9 13.7 6.8 22.1 2.6

4_卸売業（N=1,887） 43.1 23.6 15.5 3.8 8.5 12.0 6.6 2.4 34.4 3.4

5_小売業（N=187） 45.5 15.5 11.8 6.4 9.1 9.1 4.8 5.3 36.9 2.1

繁忙期対応 短納期（短い

リードタイム）

多頻度納入 24時間対応が

求められる業務

待機時間（荷

降ろしの待ち時

間など）

業界全体が長

時間労働

頻繁な仕様変

更

勤務状態の管

理が難しい（顧

客先への従業

員派遣が前提と

なる職種）

その他

全体（N=1,227） 80.8 30.8 9.7 18.7 17.7 36.8 17.3 5.2 5.7

1_製造業（N=327） 79.8 53.5 14.1 15.9 5.8 14.4 25.7 1.5 2.8

2_サービス業（N=621） 79.7 21.1 7.4 22.2 26.6 44.9 13.8 6.9 6.9

3_建設業（N=114） 85.1 28.9 5.3 21.9 12.3 60.5 23.7 7.9 8.8

4_卸売業（N=30） 80.0 50.0 33.3 6.7 13.3 30.0 10.0 6.7 3.3

5_小売業（N=65） 90.8 3.1 7.7 9.2 7.7 36.9 4.6 3.1 3.1

※回答について業種ごとにヒートマップにて表示。（「赤＝割合が高い」～「青＝割合が低い」となっている）



販売先

の休日が

異なる

販売先

の発注が

短納期

である

販売先

への納入

頻度が

多すぎる

販売先

の発注

変更が

頻繁であ

る

受注量

の波が激

しく、生

産の平

準化がで

きない

販売先

からの原

材料、

半製

品、部

品、資

材等の

支給が

遅れる

販売先

の業務

効率化

（納品

の時間

指定

等）

取引価

格が低

すぎて労

働時間

の短縮に

よるコスト

アップに

対応でき

ない

自社の

経営が

納入数

量に応じ

た出来

高制のた

め、受注

量が減

少すると

経営が

悪化する

同業他

社との競

争が激し

く、労働

時間の

短縮によ

り仕事の

機会が

失われる

労働時

間短縮

のための

合理化

投資を

行いたい

が、資金

面で困

難

人手が

足りない

生産・経

営面の

合理化

のノウハ

ウがない

海外から

の短納

期発注

その他 障害は

ない

全体（N=21,857） 13.6 14.9 4.7 4.7 32.8 4.5 6.2 12.4 13.2 14.1 8.9 41.4 7.2 0.6 2.2 16.7

1_製造業（N=9,857） 11.0 20.9 5.9 5.1 41.0 8.0 4.5 11.8 13.3 12.6 10.3 36.7 8.6 0.8 2.1 14.6

2_サービス業（N=7,564） 15.1 7.6 2.0 4.4 27.1 1.0 8.1 15.3 15.0 14.6 8.4 47.5 5.4 0.1 2.4 17.8

3_建設業（N=1,315） 16.7 13.7 1.2 5.2 33.5 2.4 2.7 8.9 13.2 16.9 5.7 59.1 6.5 0.2 2.1 13.0

4_卸売業（N=1,844） 19.3 15.5 11.4 4.6 18.7 2.7 10.3 7.4 5.3 18.8 6.2 28.7 7.5 1.6 2.4 23.2

5_小売業（N=184） 19.0 8.7 6.5 0.5 16.3 1.1 6.0 5.4 8.2 16.8 12.0 41.3 9.2 0.0 3.3 20.7

⚫ 働き方改革を進めるうえでの障害について、全体では「人手が足りない」が最も高く、次いで「受注量の

波が激しく、生産の平準化ができない」と続いている。

⚫ 業種別にみると、建設業、サービス業で「人手が足りない」が5～6割程度、製造業で「受注量の波が

激しく、生産の平準化ができない」が4割と、業種によって障壁は異なり、各業種ごとに働き方改革への

課題に向き合っていく必要性があるといえる。
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Ⅰ. 未来志向型の取引慣行に向けて」重点課題

5．働き方改革に伴うしわ寄せ防止 ③働き方改革の障害

受注側Q7-7_働き方改革の障害[複数回答可]

※回答について業種ごとにヒートマップにて表示。（「赤＝割合が高い」～「青＝割合が低い」となっている）



40

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項



⚫ フリーランスとの取引の有無について、全体では「ある」割合は3割弱となっている。

⚫ 業種別では、建設業、サービス業で「ある」割合が3割を超えており、他の業種に比べて高い。

⚫ 従業員数別では、すべての規模で2～3割程度であり、特段の差は見られなかった。

41

６．取引環境の変化への対応 等 ①フリーランスとの取引、ガイドラインの認知状況

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項

Q11-4_フリーランスとの取引の有無[単一回答] 発注側

N =

　全　体 2389

製造業 952

サービス業 905

建設業 144

卸売業 79

小売業 163

28.2

20.2

36.5

41.0

24.1

24.5

71.8

79.8

63.5

59.0

75.9

75.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N =

　全　体 2389

0 ～5 人 31

6 ～20人 135

21～50人 466

51～100 人 364

101 ～300 人 512

301 人以上 881

28.2

22.6

21.5

27.9

35.2

30.7

25.2

71.8

77.4

78.5

72.1

64.8

69.3

74.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【業種別】 【従業員数別】

ある ない

ある ない



⚫ 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の認知状況について、全体では、

「知っている」企業は約2割にとどまる。

⚫ 業種別では、「知っている」割合は、建設業で唯一3割を超えており、他の業種に比べて高い。

⚫ 従業員数別では、規模が大きいほど「知っている」割合が高く、301人以上の規模では3割を超える。
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６．取引環境の変化への対応 等 ②フリーランスとの取引、ガイドラインの認知状況

Q11-5_フリーランス勤務のガイドラインの認知度[単一回答] 発注側

【業種別】 【従業員数別】

N =

　全　体 2384

製造業 951

サービス業 903

建設業 144

卸売業 79

小売業 163

19.6

21.1

16.2

31.9

21.5

20.2

80.4

78.9

83.8

68.1

78.5

79.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N =

　全　体 2384

0 ～5 人 31

6 ～20人 135

21～50人 465

51～100 人 363

101 ～300 人 512

301 人以上 878

19.6

6.5

8.9

9.7

14.0

14.8

32.1

80.4

93.5

91.1

90.3

86.0

85.2

67.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っている 知らない

知っている 知らない

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項



⚫ リモート商談への対応状況について、約3割の企業が「2020年に対応」しており、現在までに約半数の

企業が対応済となっている。業種別では、製造業、卸売業で対応済の企業が多い傾向がみられる。

⚫ 電子受発注への対応状況について、約4割の企業が「2019年以前から対応」しており、現在までに半

数弱が対応済となっている。電子受発注についても製造業、卸売業で対応済の企業が多い。
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７．発注方法 ①デジタル化の対応状況（リモート商談・電子受発注）

受注側Q3-14_デジタル化の対応状況（リモート商談・電子受発注）[単一回答]

N =

　全　体 22757

製造業 10260

サービス業 7853

建設業 1364

卸売業 1947

小売業 190

9.0

8.5

10.8

7.6

6.9

6.8

30.6

35.7

25.6

18.8

38.5

22.6

11.4

13.9

8.6

8.9

12.6

10.5

12.5

11.9

12.2

17.1

13.4

20.5

36.5

30.1

42.9

47.7

28.7

39.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当面対応の予定はなし

N =

　全　体 22844

製造業 10296

サービス業 7868

建設業 1372

卸売業 1953

小売業 192

39.3

47.0

29.3

30.6

51.5

32.3

5.8

5.0

7.1

5.8

4.4

6.3

3.4

2.7

4.1

5.2

3.5

2.1

16.6

15.3

18.0

19.5

15.7

24.0

34.8

29.9

41.5

38.9

24.9

35.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【リモート商談】 【電子受発注】

2019年以前から対応 2020年に対応
2021年に対応 対応を検討中
当面対応の予定はなし

2019年以前から対応 2020年に対応
2021年に対応 対応を検討中
当面対応の予定はなし

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項



⚫ デジタル化の対応理由について、リモート商談、電子受発注いずれも「取引先からの要請」は高い割合

となっており、発注側から要請を受けて対応しているケースが多い状況がみられる。

⚫ 全体では、リモート商談は「感染症対策」が最も高く、次いで「取引先からの要請」「業務効率化」がつ

づく。電子受発注は「取引先からの要請」が最も高く、次いで「業務効率化」が高くなっている。
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７．発注方法 ②デジタル化の対応理由（リモート商談・電子受発注）

受注側Q3-15_デジタル化の対応理由（リモート商談・電子受発注）[複数回答可]

業務

効率化

感染症

対策

取引先から

の要請

社内からの

要望

リモート

ワーク推進

コスト削減 人手不足

の対応

生産性

向上

所属団体

の方針への

対応

その他・

リモート

商談

全体（N=10,815） 47.1 83.7 63.2 22.4 34.4 21.9 6.6 17.7 5.4 3.2

1_製造業（N=5,581） 42.0 85.1 63.4 21.1 26.8 21.2 5.9 15.2 4.8 3.2

2_サービス業（N=3,304） 55.1 81.2 63.7 23.2 45.6 23.5 7.7 21.6 5.7 2.7

3_建設業（N=442） 53.4 78.5 60.0 21.5 35.5 22.6 9.0 18.1 10.4 4.1

4_卸売業（N=1,042） 45.5 87.5 63.4 26.3 39.0 20.2 5.6 17.2 4.4 3.5

5_小売業（N=64） 57.8 81.3 51.6 37.5 37.5 29.7 10.9 26.6 3.1 0.0

業務

効率化

感染症

対策

取引先から

の要請

社内からの

要望

リモート

ワーク推進

コスト削減 人手不足

の対応

生産性

向上

所属団体

の方針への

対応

その他・

電子

受発注

全体（N=10,066） 65.2 15.2 73.6 10.0 9.9 22.7 9.6 24.2 5.2 4.5

1_製造業（N=5,143） 65.0 10.9 75.0 8.8 5.5 20.8 9.0 23.6 4.4 3.7

2_サービス業（N=2,911） 66.8 23.1 71.9 11.9 17.8 25.1 9.7 25.1 5.7 5.2

3_建設業（N=526） 56.7 14.8 76.4 5.9 8.0 27.4 8.6 17.7 11.2 6.5

4_卸売業（N=1,041） 67.1 12.9 71.6 12.6 10.2 23.6 12.6 28.5 4.2 4.6

5_小売業（N=65） 72.3 15.4 56.9 16.9 12.3 27.7 12.3 38.5 3.1 1.5

【リモート商談】

【電子受発注】

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項

※回答について業種ごとにヒートマップにて表示。（「赤＝割合が高い」～「青＝割合が低い」となっている）



⚫ デジタル化対応の効果について、全体的に、リモート商談は「出張コストを減らすことができた」が最も高

く、電子受発注は「生産性が向上した」が最も高い傾向がある。

⚫ 前ページに掲載したデジタル化対応の理由において「業務効率化」が高い割合となっていたことから、全

体的に、目的どおりの効果をあげている傾向がみられる。
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７．発注方法 ③デジタル化対応の効果（リモート商談・電子受発注）

受注側Q3-16_デジタル化対応の効果（リモート商談・電子受発注）[複数回答可]

自社従業員の

出勤機会を減

らすことができた

残業時間を減

らすことができた

出張コストを減

らすことができた

遠方の取引先

との交渉が可能

になった

業務の定型

化・マニュアル化

が可能になった

生産性が向上

した

人手不足の解

消に役立った

離職率が低下

した

その他・リモート

商談

全体（N=10,561） 34.2 16.8 76.5 54.6 5.6 18.3 6.0 1.0 3.3

1_製造業（N=5,445） 24.8 14.3 82.4 54.8 4.6 14.4 5.1 0.5 3.3

2_サービス業（N=3,240） 48.2 20.1 67.4 54.2 7.2 24.6 7.2 1.7 3.1

3_建設業（N=425） 40.2 21.6 67.8 56.2 6.4 20.9 9.4 1.9 2.8

4_卸売業（N=1,017） 38.3 16.4 79.7 54.7 5.1 16.1 4.0 1.3 3.6

5_小売業（N=67） 40.3 25.4 77.6 56.7 1.5 26.9 9.0 3.0 3.0

【リモート商談】

【電子受発注】

自社従業員の

出勤機会を減

らすことができた

残業時間を減

らすことができた

出張コストを減

らすことができた

遠方の取引先

との交渉が可能

になった

業務の定型

化・マニュアル化

が可能になった

生産性が向上

した

人手不足の解

消に役立った

離職率が低下

した

その他・電子受

発注

全体（N=8,645） 14.7 20.6 15.3 16.2 39.9 41.8 11.8 0.8 9.6

1_製造業（N=4,334） 7.9 20.6 12.9 13.8 43.4 42.2 11.7 0.7 9.5

2_サービス業（N=2,546） 25.7 19.7 19.6 20.5 35.6 41.0 11.5 0.9 8.9

3_建設業（N=461） 18.0 16.7 19.3 19.1 31.5 31.2 11.3 0.9 14.1

4_卸売業（N=927） 12.8 25.6 10.9 12.3 42.4 49.1 12.2 0.8 8.6

5_小売業（N=57） 31.6 31.6 24.6 15.8 22.8 49.1 22.8 1.8 7.0

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項

※回答について業種ごとにヒートマップにて表示。（「赤＝割合が高い」～「青＝割合が低い」となっている）



⚫ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響について、受注側はいずれの業種も「受注量」と回答した割合

が最も高くなった。発注側においても「発注量」の割合が高いことから、取引量の減少がコロナ禍の大き
な影響のひとつであることがうかがえる。

⚫ 発注側においては、「自社における働き方改革の取組」の割合が最も高い業種が多い。同回答は受

発注において全体的に30ポイント前後の差が出ていることから影響度合いの違いも大きい。
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８．コロナ禍の影響 ①新型コロナウイルス感染症拡大の影響

受注側Q8-1_新型コロナウイルス感染症拡大の影響[複数回答可]

販売先から

の原価低減

要請

受注価格 販売先から

の支払条件

労務費、原

材料価格等

のコストの

上昇

取引に関す

る協議の

方法の変化

販売先の品

質管理

販売先から

の発注内容

の変更

受注量 自社の人員 自社における

働き方改革

の取組

全体（N=19,947） 3.9 5.7 1.0 22.3 11.1 3.1 10.1 58.6 20.1 22.1

1_製造業（N=9,206） 3.7 5.2 0.7 29.4 9.3 2.8 9.2 66.5 18.2 16.3

2_サービス業（N=6,761） 4.1 5.6 0.8 14.4 12.6 3.7 12.0 53.2 23.5 26.3

3_建設業（N=1,148） 3.7 7.6 0.7 21.4 14.3 2.4 7.9 40.4 23.3 28.1

4_卸売業（N=1,717） 3.7 7.2 3.1 18.6 13.2 2.8 8.4 55.2 14.4 31.1

5_小売業（N=166） 4.8 11.4 4.2 20.5 12.0 1.8 4.8 54.8 23.5 25.3

仕入先

（外注先）

への原価

低減要請

発注価格 仕入先

（外注先）

への支払

条件

仕入先

（外注先）

との取引に関

する協議の

方法の変化

品質管理 貴社からの

発注内容の

変更

発注量 自社における

働き方改革

の取組

全体（N=2,140） 2.7 9.9 1.1 19.7 10.4 4.2 42.8 53.4

1_製造業（N=874） 3.7 15.1 1.8 24.1 9.5 4.0 51.3 45.5

2_サービス業（N=796） 2.1 3.9 0.6 14.6 10.2 4.3 33.0 60.6

3_建設業（N=128） 1.6 12.5 0.0 25.0 17.2 2.3 28.9 57.8

4_卸売業（N=72） 4.2 13.9 1.4 15.3 15.3 4.2 61.1 62.5

5_小売業（N=148） 0.0 11.5 0.7 19.6 9.5 3.4 46.6 51.4

Q8-1_新型コロナウイルス感染症拡大の影響[複数回答可] 発注側

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項

※回答について業種ごとにヒートマップにて表示。（「赤＝割合が高い」～「青＝割合が低い」となっている）



⚫ 下請ガイドライン、自主行動計画のいずれかを「知っている」企業は、受注側で45.9％、発注側で

49.7％となっている。

⚫ いずれの業種でも、下請ガイドライン、自主行動計画のいずれかを「知っている」割合は受注側に比べ

て発注側の方が高く、特に小売業では約16ポイントの差がみられる。
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９．各施策の認知状況 ①下請ガイドライン、自主行動計画の認知状況

受注側Q9-1_下請ガイドライン、自主行動計画の認知状況[単一回答]

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項



⚫ 下請Gメンを「知っている」割合は、全体で3割半ばとなっている。

⚫ 業種別では、製造業における認知度が約4割と高く、一方で小売業では2割弱にとどまる。

⚫ 地域別では、すべての地域で認知度は3～4割程度となっている。
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９．各施策の認知状況 ②下請Gメンの認知状況

受注側Q9-6_下請Gメンの認知状況[単一回答]

N =

　全　体 22498

製造業 10138

サービス業 7804

建設業 1357

卸売業 1886

小売業 187

34.3

39.3

31.1

30.4

28.7

22.5

65.7

60.7

68.9

69.6

71.3

77.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っている 知らない

【業種別】

【地域別】
N =

　全　体 22498

北海道・東北 2101

関東 7707

中部 4992

近畿 4216

中国 1254

四国 610

九州・沖縄 1618

34.3

34.1

34.8

35.3

33.1

37.2

34.1

30.8

65.7

65.9

65.2

64.7

66.9

62.8

65.9

69.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っている 知らない

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項



⚫ パートナーシップ構築宣言を公表している販売先が「いる」企業は、全体で6.6％にとどまる。

⚫ 業種別にみても、すべての業種でパートナーシップ構築宣言を公表している販売先が「いる」企業は1
割を下回る。
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９．各施策の認知状況 ③パートナーシップ構築宣言公表販売先の有無

受注側Q9-9_パートナーシップ構築宣言公表販売先の有無[単一回答]

N =

　全　体 22354

製造業 10071

サービス業 7721

建設業 1357

卸売業 1893

小売業 188

6.6

7.0

6.3

8.0

5.3

3.7

93.4

93.0

93.7

92.0

94.7

96.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いる いない

いる いない

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項



⚫ 下請法違反に関する相談窓口を「知っている」割合は、全体で5割半ばとなっている。

⚫ 業種別では、製造業における認知度が6割弱と高く、小売業における認知度が3割半ばと低い。

⚫ 地域別では、すべての地域で認知度は5～6割となっている。
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10．相談窓口等 ①下請法違反に関する相談窓口の認知状況

受注側Q10-3_下請法違反に関する相談窓口の認知状況[単一回答]

【業種別】

【地域別】

N =

　全　体 22735

製造業 10217

サービス業 7888

建設業 1369

卸売業 1918

小売業 191

54.9

58.7

53.6

50.3

49.7

36.1

45.1

41.3

46.4

49.7

50.3

63.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っている 知らない

N =

　全　体 22735

北海道・東北 2129

関東 7767

中部 5047

近畿 4273

中国 1273

四国 621

九州・沖縄 1625

54.9

53.8

55.5

54.7

55.0

56.0

56.7

52.2

45.1

46.2

44.5

45.3

45.0

44.0

43.3

47.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っている 知らない

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項



⚫ 下請かけこみ寺を「知っている」割合は、全体で3割強となっている。

⚫ 業種別では、製造業における認知度が4割弱と高く、小売業における認知度が2割弱と低い。

⚫ 地域別では、すべての地域で認知度が3～4割となっている。
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②下請かけこみ寺の認知状況

受注側Q10-4_下請かけこみ寺の認知状況[単一回答]

【業種別】

【地域別】

知っている 知らない

知っている 知らない

N =

　全　体 22846

製造業 10274

サービス業 7911

建設業 1385

卸売業 1931

小売業 188

33.4

38.9

30.7

29.5

23.7

18.6

66.6

61.1

69.3

70.5

76.3

81.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N =

　全　体 22846

北海道・東北 2136

関東 7818

中部 5067

近畿 4278

中国 1281

四国 625

九州・沖縄 1641

33.4

32.4

31.8

34.3

34.7

36.8

33.4

33.0

66.6

67.6

68.2

65.7

65.3

63.2

66.6

67.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項

10．相談窓口等



⚫ 下請かけこみ寺への相談意向について、全体で「相談員への相談」の利用意向が約4割と高い。

一方で、「相談しないと思う」と回答した割合も4割強を占めている。

⚫ 業種別では、すべての業種で「相談員への相談」を利用したいとする割合が3～4割台となっている。
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③下請かけこみ寺への相談意向の有無

受注側Q10-5_下請かけこみ寺への相談意向の有無[複数回答可]

N=

％

　全　体 21984

製造業 9894

サービス業 7620

建設業 1337

卸売業 1842

小売業 183

40.3

42.5

40.2

38.4

34.1

35.5

15.0

13.6

16.5

16.4

14.6

12.0

1.6

1.2

1.8

2.9

1.5

2.2

42.6

41.4

42.5

43.1

47.3

49.7

9.3
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42.5

42.5

相談員への相談を利用しようと思う

無料弁護士への相談を利用しようと思う

裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）を利用しようと思う

下請かけこみ寺には相談しないと思う

その他

Ⅱ.その他中小企業が直面している事項

10．相談窓口等


